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 （１）港湾荷役料金表（総トン数 1,000トン未満の小型船荷役料金を除く） 
Ⅰ．料金の種類及び額   

 １．基本料金  

                                 （１トンにつき 単位円）  

  

品    目  

金  額  

 接岸本船  

上屋・野積場内  

 接岸本船  

上屋・野積場前  

コンテナ     ２０‘型以下のもの 実   入  ９９１  ８８４ 

 空 ８４２ ７５１ 

   ４０‘型のもの  実   入 ７４３   ６６３ 

 空 ６３２  ５６３ 

ノックダウン自動車 及び完成車 
 １，４９４  １，３６９ 

バンパック・バッグコンテナ・プレスリング  １，７４４  １，６００ 

パレタイズ貨物 ２，０２２ １，８５０ 

モーターサイクル ２，２１９ ２，０４５ 

袋物  
紙・ビニール入のもの   ２，７５５   ２，５０３ 

麻袋入のもの   ２，３２２  ２，１４４ 

ベール物   ２，３８３  ２，１８７  

タイヤ  １，９６９  １，８２０ 

雑貨類 ２，８８９ ２，６６１ 

 

葉タバコ 

樽物 １，５９１ １，４２８ 

ベール物 ２，００１ １，８００ 

青果類 ２，１５２ １，９５１ 

機械類 1 個当り５トン未満のもの ２，８５２ ２，６０９ 

１個当り５トン以上のもの ２．０９３ １，９０４ 

巻取紙（内地産） １，５８４ １，４１６ 

木 材  

岸壁揚のもの 原 木  

  

米国材  １，４１１  １，２６７ 

南洋材  １，４９５  １．３４３ 

北洋材   １，９５５  １，８１２ 

製   材   １，５５１  １，４００ 

非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）   ２，３２６   ２，０９０  

鋼 材   一般鋼材（口径 12 ｲﾝﾁ未満の鋼管含む）   ２，２３９  ２，０４５  

 鋼管（口径 12 ｲﾝﾁ以上のもの）・コイル   １，９０４   １，７３９ 

生ゴム  ２，７５７  ２，５０３ 

パルプ ２，７３８ ２，４７８ 



２ 

 

石材 ２，２７９ ２，１１６ 

鉄屑（シュレッダーを除く） ３，９３５ ３，５８１ 

鉱礦石類 燐礦石・加里・鉱礦石（粉）  １，４８４  １，３３３  

 鉱礦石（塊）・特殊鉱礦石   ２，１３８  １，９４５ 

 穀飼類（小麦）（撒揚－上屋入）  １，７２５  １，５２９ 

砂糖（撒） ２，０６４ １，９１３ 

冷凍品 ― ４，１７４ 

冷蔵品 ― ３，０６２ 
 

   

２．割増料金 

  

種 別  内  容  割増率  

半夜荷役  

 

日曜日・祝祭日荷役  

 

雨天・雪天荷役 

 16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役  

 

 日曜日・祝祭日における荷役  

 

雨天・雪天時における荷役 

 基本料金の ６割増  

 

 基本料金の 10 割増 

 

 基本料金の １割増 

  

３．割引料金 

       大口数量割引   基本料金の５％引 

 

４．諸料金  

  (1) 待機料金 

                                                  （１口１時間につき 単位円）  

     1 口の作業構成員数 

による区分   15 人以下   16 人～22 人 23 人～29 人  30 人～36 人  37 人以上            

昼夜区分           (12 人）  (19 人）   (26 人）  (33 人）   (40 人)   

昼   間  

（8時 30 分から 16 時 30 分まで）   45,170       70,350     95,570   120,780   142,260 

半   夜  

(16 時 30 分から 21 時 30 分まで)    70,270    109,430   148,670   187,880   221,290 

 

     

(2) 最低料金    

                                  （１口につき 単位円）  

    1 口の作業構成員数 

による区分  15 人以下   16 人～22 人 23 人～29人 30 人～36 人  37 人以上            

昼夜区分           (12 人）    (19 人）   (26 人）   (33 人）   (40 人)  

昼   間  

（8時 30 分から 16 時 30 分まで） 358,340   558,140    758,180   958,220   1,128,660 

半   夜  

（16 時 30 分から 21 時 30 分まで） 358,340   558,140    758,180   958,220   1,128,660  

     

  

  



３ 

 

  

５．分担金等  

区   分  金   額   

 (1)港湾福利分担金  

 (2)労働安定基金  

 各貨物（一律）１トンにつき   

各貨物（一律）１トンにつき  

８円  

７円  

  

 

 

Ⅱ．料金の適用方   

 １．適用範囲 

  この港湾荷役料金は、当該貨物について、接岸本船の船内荷役と沿岸荷役を同一委託者から引受けた場合又

は、異なる委託者からであっても当該貨物に係る接岸本船の船内荷役と沿岸荷役が同量となる引受の場合等船

内荷役と沿岸荷役の荷役手配が一貫して行える場合に適用します。  

  

２．作業範囲 

基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。 

ただし、関連事業に係る行為は除きます。  

  (1)「接岸本船内 ⇔ 上屋・野積場内」の場合  

    （揚荷）接岸本船の本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場内へ移送、拼付するまでの作業。  

    （積荷）上屋・野積場内の貨物を岸壁上に移送し、接岸本船内に積込むまでの作業。  

  (2)「接岸本船内 ⇔  上屋・野積場前」の場合  

    （揚荷）接岸本船の本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側へ移送

する作業。  

    （積荷）上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を岸壁上に移送し、接岸本船内に積込む

までの作業。  

 

３．料金表に記載のない貨物等  

      基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員数等が類似してい

る場合は、その貨物の料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定した料金を基本

料金とします。 

 

４．割増料金 

割増料金の適用方は、次のとおりとします。  

(1)半夜荷役割増 

16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役について、所定の半夜荷役割増を適用します。 

(2)日曜日・祝祭日荷役割増 

日曜日、祝日及び祭日における荷役について、所定の日曜日・祝祭日荷役割増を適用します。 

(3)雨天・雪天荷役割増 

委託者の要求により雨天、雪天時において荷役を行った場合に、所定の雨天・雪天荷役割増を適用しま

す。 

 

５．割引料金 

大口数量割引の適用方は、次のとおりとします。 

委託者からの１荷役の引受において、同一貨物の量が 1,000 トン以上の場合は、当該貨物全量について当

該貨物の基本料金を乗じて得た金額から５％を割引ます。 

 

 



４ 

 

６．諸料金 

  諸料金の適用方は、次のとおりとします。 

(1)待機料金   

本料金は、荷役開始時刻（昼間荷役にあっては、8 時 30 分、半夜荷役にあっては 16 時 30 分）以降に

おける本船入港待、本船積込貨物の到着待又は、天候或いは、揚貨装置故障等による荷役待機が生じた

場合であって、昼間荷役にあっては、8 時 30 分から 16 時 30 分までの間、半夜荷役にあっては、16 時

30 分から 21 時 30 分までの間に発生した待機時間について、それぞれの待機料金を適用します。 

ただし、待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

(2)最低料金 

本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。 

ただし、これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

(イ) 荷役手配の取消の場合 

イ) 昼間荷役の手配申し受け最終時刻（前日の 15 時）以降 2 時間を経過してからの取消については、

昼間荷役の最低料金を適用します。 

ロ) 半夜荷役の手配申し受け最終時刻（当日の 15 時）以降の取消については、半夜荷役の最低料金を

適用します。 

(ロ) 半端荷役等の場合 

荷役開始後における作業中止又は、少量作業或いは、待機が伴ったこと等により、昼間荷役及び半夜

荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、該当の最低料金

を適用します。  

  

７．料金の計算方 

料金の計算方は、次によります。  

(1) 計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000 キログラム、容積は 1.133 立方米を

もって１トンとみなします。  

なお、慣例により重量に一定の系数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、その

例によります。  

(2) 割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出し、これらの

金額を合算します。 

  

８．その他  

(1)本料金を適用する荷役において、「上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業」、「看貫作

業」、「仕訳作業」、「はい替作業」及び「上屋保管」が伴う場合のこれら諸作業に係る料金は、当港にお

いて適用される港湾荷役料金（沿岸荷役料金）のそれぞれの料金を準用します。  

(2)特殊貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等）及び特殊荷役（海難

船・特殊船の荷役、荒天時荷役、荷印その他仕訳を伴う荷役、見本採取等を伴う荷役、沿岸荷役におけ

る長距離移送等）の場合は、基本料金のほかに、委託者と協議の上決定した金額を申し受けます。  

(3)委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合及びフォアマンを増員した場合には、委

託者と協議の上、別途実費を申し受けます。  

(4)本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣習に

よります。 

 

 

  



５ 

 

 

 

（２）港湾荷役料金表（船内荷役料金）（総ﾄﾝ数 1,000 ﾄﾝ未満の小型船荷役料金を除く）  
 

Ⅰ．料金の種類及び額   

 １．基本料金  

                                 （１トンにつき 単位円）  

  

品    目 金 額 

コンテナ     ２０‘型以下のもの 実   入  ４８３  

 空 ４１１ 

   ４０‘型のもの  実   入 ３６３ 

 空 ３０９  

ノックダウン自動車 及び完成車  ９１５  

バンパック・バッグコンテナ・プレスリング  １，０７４ 

パレタイズ貨物 １，２２５  

モーターサイクル １，４１８ 

袋物  
紙・ビニール入のもの   １，５７７  

麻袋入のもの   １，５０７ 

ベール物   １，４７７  

タイヤ  １，２８７ 

雑貨類 １，８３９  

 

葉タバコ 

樽物 ８１９ 

ベール物 １，０５２ 

青果類 １，２１１ 

機械類 1 個当り５トン未満のもの １，７２４ 

１個当り５トン以上のもの １，２０８ 

巻取紙（内地産） ７８３ 

木 材  
水落しのもの 

原 木  

  

米国材・南洋材 ５２７ 

北洋材 ９００ 

岸壁揚のもの 原 木 

 

米国材 ７２５ 

南洋材  ７７５  

北洋材   １，２９８ 

製   材   ８４１ 

非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）   １，２０９ 

鋼 材   一般鋼材（口径 12 ｲﾝﾁ未満の鋼管含む）   １，３３６  

 鋼管（口径 12 ｲﾝﾁ以上のもの）・コイル   １，１３６ 

生ゴム １，５７１ 

パルプ １，５１１ 

石材 １，５４１  



６ 

 

鉄屑（シュレッダーを除く） ２，２７７ 

鉱礦石類 燐礦石・加里・鉱礦石（粉） ７７０ 

 鉱礦石（塊）・特殊鉱礦石  １，２３４  

 穀飼類（小麦） ７８２ 

砂糖（撒） １，３８０  

冷凍品 ３，０９５ 

冷蔵品 １，９２４ 
 

   

２．割増料金 

  

種 別  内  容  割増率  

半夜荷役  

 

 日曜日・祝祭日荷役  

 

雨天・雪天荷役 

 16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役  

 

 日曜日・祝祭日における荷役  

 

雨天・雪天時における荷役 

 基本料金の ６割増  

 

 基本料金の 10 割増 

 

 基本料金の １割増 

  

３．割引料金 

       大口数量割引   基本料金の５％引 

 

４．諸料金  

  (1) 待機料金 

                                                  （１口１時間につき 単位円）  

     1 口の作業構成員数 

による区分   9 人以下   10 人～13 人  14 人～17人 18 人～21 人  22 人以上            

昼夜区分           (7.5 人）  (11.5 人）   (15.5 人）  (19.5 人）  (22.5 人)   

昼   間  

（8時 30 分から 16 時 30 分まで）  28,060      43,010    57,970    72,920    84,150 

半   夜  

(16 時 30 分から 21 時 30 分まで)       43,650    66,900    91,180   113,430   130,900 

 

     

(2) 最低料金    

                                  （１口につき 単位円）  

    1 口の作業構成員数 

による区分    9 人以下  10 人～13 人 14 人～17 人 18 人～21 人  22 人以上            

昼夜区分           (7.5 人）    (11.5 人） (15.5 人）  (19.5人）  (22.5 人)  

昼   間  

（8時 30 分から 16 時 30 分まで）  222,590   341,230    459,870   578,510   667,620 

半   夜  

（16 時 30 分から 21 時 30 分まで）  222,590   341,230    459,870   578,510   667,620 

  

     



７ 

 

  

  

  

５．分担金等  

区   分  金   額   

 (1)港湾福利分担金  

 (2)労働安定基金  

各貨物（一律）１トンにつき   

各貨物（一律）１トンにつき  

４円  

３円５０銭  

  

 

 

Ⅱ．料金の適用方   

 １．適用範囲 

  この港湾荷役料金（船内荷役料金）は、船内荷役のみを行う場合に適用します。  

  

２．作業範囲 

基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。 

ただし、関連事業に係る行為は除きます。  

(1) 揚荷の場合は、本船内の貨物をはしけ内又は岸壁上に取卸し、フックをはずすまでの作業。      

(2) 積荷の場合は、はしけ内又は岸壁上の貨物にフックをかけ、本船に積込むまでの作業。      

 

３．料金表に記載のない貨物等  

      基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員数等が類似してい

る場合は、その貨物の料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定した料金を基本

料金とします。 

 

４．割増料金 

割増料金の適用方は、次のとおりとします。  

(1)半夜荷役割増 

16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役について、所定の半夜荷役割増を適用します。 

(2)日曜日・祝祭日荷役割増 

日曜日、祝日及び祭日における荷役について、所定の日曜日・祝祭日荷役割増を適用します。 

(3)雨天・雪天荷役割増 

委託者の要求により雨天、雪天時において荷役を行った場合に所定の雨天・雪天荷役割増を適用します。 

 

５．割引料金 

大口数量割引の適用方は、次のとおりとします。 

委託者からの１荷役の引受において、同一貨物の量が 1,000 トン以上の場合は、当該貨物全量について当

該貨物の基本料金を乗じて得た金額から５％を割引ます。 

 

 

６．諸料金 

  諸料金 の適用方は、次のとおりとします。 

(1)待機料金   

本料金は、荷役開始時刻（昼間荷役にあっては、8 時 30 分、半夜荷役にあっては 16 時 30 分）以降に

おける本船入港待、本船積込貨物の到着待又は、天候或いは、揚貨装置故障等による荷役待機が生じた

場合であって、昼間荷役にあっては、8 時 30 分から 16 時 30 分までの間、半夜荷役にあっては、16 時

30 分から 21 時 30 分までの間に発生した待機時間について、それぞれの待機料金を適用します。  



８ 

 

ただし、待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

(2)最低料金 

本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。 

ただし、これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

(イ) 荷役手配の取消の場合 

イ) 昼間荷役の手配申し受け最終時刻（前日の 15 時）以降 2 時間を経過してからの取消については、

昼間荷役の最低料金を適用します。 

ロ) 半夜荷役の手配申し受け最終時刻（当日の 15 時）以降の取消については、半夜荷役の最低料金を

適用します。 

(ロ) 半端荷役等の場合 

荷役開始後における作業中止又は、少量作業或いは、待機が伴ったこと等により、昼間荷役及び半夜

荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、該当の最低料金

を適用します。  

  

７．料金の計算方 

料金の計算方は、次によります。  

(1) 計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000 キログラム、容積は 1.133 立方米を

もって１トンとみなします。  

なお、慣例により重量に一定の系数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、その

例によります。  

(2) 割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出し、これらの

金額を合算します。 

  

８．その他  

(1)特殊貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等）及び特殊荷役（海

難船・特殊船の荷役、沈木作業、防波堤外荷役、荒天時荷役、荷印その他仕訳を伴う荷役等）の場合

は、基本料金のほかに、委託者と協議の上決定した金額を申し受けます。  

(2)委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合及びフォアマンを増員した場合には、

委託者と協議の上、別途実費を申し受けます。  

(3)本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣習

によります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



９ 

 

 

（３）港湾荷役料金表（沿岸荷役料金）（総ﾄﾝ数 1,000 ﾄﾝ未満の小型船荷役料金を除く） 
Ⅰ．料金の種類及び額   

 １．基本料金  

   接岸本船船側・はしけ内 ⇔ 上屋・野積場内又は、上屋・野積場前 

                                 （１トンにつき 単位円）  

  

品    目  

金  額  

接岸本船船側・はし

け内 ⇔  上屋・

野積場内  

接岸本船船側・はし

け内  ⇔  上屋・

野積場前 

コンテナ     ２０‘型以下のもの 実   入  ５６０  ４４８  

 空 ４７５ ３８０ 

   ４０‘型のもの  実   入 ４１９    ３３５  

 空 ３５６  ２８４ 

ノックダウン自動車 及び完成車  ６５８   ５２６  

バンパック・バッグコンテナ・プレスリング  ７６２  ６１０  

パレタイズ貨物 ９０３  ７２２ 

モーターサイクル ９１８ ７３５ 

袋物  
紙・ビニール入のもの   １，３２３   １，０５８  

麻袋入のもの   ９３７ ７５０ 

ベール物   １，０３１   ８２５  

タイヤ  ７８６ ６２９  

雑貨類 １，２０２  ９６２ 

 

葉タバコ 

樽物 ８５６ ６８４ 

ベール物 １，０５４ ８４３ 

青果類 １，０５４ ８４３ 

機械類 1 個当り５トン未満のもの １，２７８ １，０２２ 

１個当り５トン以上のもの ９９５ ７９６ 

巻取紙（内地産） ８８４ ７０８ 

木 材  

岸壁揚のもの 
原 木  

  

米国材  ７６０ ６０８  

南洋材  ７９９  ６３９ 

北洋材   ７６０  ６０９  

製   材   ７９２   ６３３ 

非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）  １，２３９   ９９１  

鋼 材   一般鋼材（口径 12 ｲﾝﾁ未満の鋼管含む）   １，０２１  ８１７  

 鋼管（口径 12 ｲﾝﾁ以上のもの）・コイル   ８６８   ６９５ 

生ゴム  １，３３１ １，０６４ 

パルプ １，３７１ １，０９７ 

石材 ８５８  ６８６ 
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鉄屑（シュレッダーを除く） １，８６５ １，４９２ 

鉱礦石類 燐礦石・加里・鉱礦石（粉）  ７９２ ６３３  

 鉱礦石（塊）・特殊鉱礦石   １，０１７  ８１３  

 穀飼類（小麦）（撤揚－上屋入）  １，０３４  ８２７  

砂糖（撒） ７９３  ６３４ 

冷凍品 ― １，２９９ 

冷蔵品 ― １，２９９ 
 

   

２．割増料金 

  

種 別  内  容  割増率  

半夜荷役  

 

 日曜日・祝祭日荷役  

 

雨天・雪天荷役 

 16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役  

 

 日曜日・祝祭日における荷役  

 

雨天・雪天時における荷役 

 基本料金の ６割増  

 

 基本料金の 10 割増 

 

 基本料金の １割増 

  

３．割引料金 

       大口数量割引   基本料金の５％引 

 

４．諸料金  

  (1) 待機料金 

                                                  （１口１時間につき 単位円） 

 

 

     

(2) 最低料金    

                                  （１口につき 単位円）   

 

     

    １口の作業構成員数 

          による区分 

昼夜区分 

4 人～6 人 

(5 人) 

7 人～9 人 

(8 人) 
10 人～12 人 

(11 人) 

13 人～15 人 

(14 人) 

16 人～18 人 

(17 人) 
19 人～21 人 

(20 人) 

昼 間 

(8 時 30 分から 16 時 30 分まで) 

 

17,110 

 

27,340 

 

37,600 

 

47,860 

 

58,110 

 

68,380 

半 夜 

(16 時 30 分から 21 時 30 分まで) 

 

26,620 

 

42,530 

 

58,490 

 

74,450 

 

90,390 

 

106,370 

    １口の作業構成員数 

         による区分 

昼夜区分 

4 人～6 人 

(5 人) 

7 人～9 人 

(8 人) 
10 人～12 人 

(11 人) 

13 人～15 人 

(14 人) 

16 人～18 人 

(17 人) 

19 人～21 人 

(20 人) 

昼 間 

(8 時 30 分から 16 時 30 分まで) 

 

135,750 

 

216,910 

 

298,310 

 

379,710 

 

461,040 

 

542,520 

半 夜 

(16 時 30 分から 21 時 30 分まで) 

 

135,750 

 

216,910 

 

298,310 

 

379,710 

 

461,040 

 

542,520 
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(3)上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業料金 

 

        １トンにつき  

 

 

(4) 看貫作業料金 

    当該貨物の上屋内基本料金の３割とします。 

    なお、計量器使用及び検量立会人の費用は含みません。 

 

(5) 仕訳作業料金 

当該貨物の上屋内基本料金の３割とします。 

 

(6) はい替作業料金 

当該貨物の上屋内基本料金の８割とします。 

 

(7) 上屋保管料金 

 

（１日１トンにつき 単位円） 

       区分 

貨物分類 

私設上屋の場合 公共上屋の場合 

コンテナ（野積場） １１        ８ 

繊維原料類 ４８ ３７ 

青果 ４８ ３７ 

窯製品 ５８ ４８ 

その他の貨物 ８５ ６９ 

         （注）１． 公共上屋の場合の上屋使用料は、条例に基づく金額を別途申し受けます。 

            ２． コンテナについては、野積場置きの料金とします。 

            ３． 定温保管を要する貨物については、本料金の 8 割増、また、くん蒸を要する

貨物については、本料金の２割増とします。  

 

５．分担金等  

区   分  金   額   

 (1)港湾福利分担金  

 (2)労働安定基金  

各貨物（一律）１トンにつき   

各貨物（一律）１トンにつき  

４円  

３円５０銭  

  

 

 

Ⅱ．料金の適用方   

 １．適用範囲 

  この港湾荷役料金（沿岸荷役料金）は、沿岸荷役のみを行う場合に適用します。  

  

２．作業範囲 

基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。 

ただし、関連事業に係る行為は除きます。  

  (1)「接岸本船船側・はしけ内 ⇔ 上屋・野積場内」の場合  

  (イ) 接岸本船船側 ⇔ 上屋・野積場内の場合 

    （揚荷）本船船側にある貨物を、上屋・野積場内へ移送、拼付けるまでの作業。  

    １，８５０円 
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    （積荷）上屋・野積場内の貨物を搬出し、本船船側へ移送する作業。  

  (ロ) はしけ内 ⇔ 上屋・野積場内の場合 

    （揚荷）はしけ内の貨物を陸揚し、上屋・野積場内へ移送、拼付けるまでの作業。  

    （積荷）上屋・野積場内の貨物を搬出し、はしけ内へ移送し積付けるまでの作業。 

  (2)「接岸本船船側・はしけ内 ⇔  上屋・野積場前」の場合  

  (イ) 接岸本船船側 ⇔ 上屋・野積場前の場合 

    （揚荷）本船船側にある貨物を、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側へ移送する作業。  

    （積荷）上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を、本船船側へ移送する作業。  

 (ロ) はしけ内 ⇔ 上屋・野積場前の場合 

    （揚荷）はしけ内の貨物を陸揚し、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側へ移送する作業。  

    （積荷）上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を、はしけ内へ移送し積付けるまでの作

業。 

 

３．料金表に記載のない貨物等  

      基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員数等が類似してい

る場合は、その貨物の料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定した料金を基本

料金とします。 

 

４．割増料金 

割増料金の適用方は、次のとおりとします。  

(1)半夜荷役割増 

16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役について、所定の半夜荷役割増を適用します。 

(2)日曜日・祝祭日荷役割増 

日曜日、祝日及び祭日における荷役について、所定の日曜日・祝祭日荷役割増を適用します。 

(3)雨天・雪天荷役割増 

委託者の要求により雨天、雪天時において荷役を行った場合に、所定の雨天・雪天荷役割増を適用しま

す。 

 

５．割引料金 

大口数量割引の適用方は、次のとおりとします。 

委託者からの１荷役の引受において、同一貨物の量が 1,000 トン以上の場合は、当該貨物全量について当

該貨物の基本料金を乗じて得た金額から５％を割引ます。 

 

 

６．諸料金 

  諸料金 の適用方は、次のとおりとします。 

(1)待機料金   

本料金は、荷役開始時刻（昼間荷役にあっては、８時 30 分、半夜荷役にあっては 16 時 30 分）以降に

おける本船入港待、本船積込貨物の到着待又は、天候或いは、揚貨装置故障等による荷役待機が生じた

場合であって、昼間荷役にあっては、８時 30 分から 16 時 30 分までの間、半夜荷役にあっては、16 時

30 分から 21 時 30 分までの間に発生した待機時間について、それぞれの待機料金を適用します。  

ただし、待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

(2)最低料金 

本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。 

ただし、これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

(イ) 荷役手配の取消の場合 

イ) 昼間荷役の手配申し受け最終時刻（前日の 15 時）以降 2 時間を経過してからの取消については、

昼間荷役の最低料金を適用します。 
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ロ) 半夜荷役の手配申し受け最終時刻（当日の 15 時）以降の取消については、半夜荷役の最低料金を

適用します。 

(ロ) 半端荷役等の場合 

荷役開始後における作業中止又は、少量作業或いは、待機が伴ったこと等により、昼間荷役及び半夜

荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、該当の最低料金

を適用します。  

(3) 上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業料金 

本料金は、次の作業を行った場合に適用します。 

(イ) 上屋内（コンテナフレートステーションを含む）の貨物をその上屋内又は、戸前でのコンテナに詰め

るまでの作業。 

(ロ) コンテナ内の貨物を取り出し、上屋内（コンテナフレートステーションを含む）に拼付けるまでの作

業。 

(4) 看貫作業料金 

本料金は、貨物の看貫作業を行った場合に適用します。  

ただし、計量器使用及び検量立会人の費用については、本料金とは別に実費を申し受けます。   

(5) 仕訳作業料金  

本料金は、貨物の仕訳作業を行った場合に適用します。   

(6) はい替作業料金  

    本料金は、貨物のはい替作業を行った場合に適用します。  

(7) 上屋保管料金  

(イ)本料金は、船舶又は、はしけ積卸貨物を上屋その他の荷捌場において、一時保管する場合に適用しま

す。  

(ロ)本料金表に記載のない貨物については、類似した保管内容（坪当りの収容トン数）の料金を適用しま

す。  

(ハ)本料金の計算は、貨物搬入の日から貨物搬出の日までとします。 

  

７．料金の計算方 

料金の計算方は、次によります。  

(1) 計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000 キログラム、容積は 1.133 立方米をも

って１トンとみなします。  

なお、慣例により重量に一定の系数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、その

例によります。  

(2) 割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出し、これらの金

額を合算します。 

  

８．その他  

(1) 特殊貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等）及び特殊荷役（長

距離移送、荒天時荷役、見本採取等を伴う荷役等）の場合は、基本料金のほかに、委託者と協議の上決

定した金額を申し受けます。  

(2) 委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合には、委託者と協議の上別途実費を申

し受けます。  

(3) 本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣習

によります。 
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（４）港湾荷役料金表（総トン数 1,000トン未満の小型船荷役料金） 
Ⅰ．料金の種類及び額   

 １．基本料金  

(1) 総トン数 1,000 トン未満 500 トン以上の小型船内 ⇔ 上屋・野積場内又は、上屋・野積場前 

（１トンにつき 単位円） 

品    目  

金  額  

本船内 ⇔ 上屋・野

積場内  

本船内 ⇔ 上屋・野

積場前 

コンテナ     ２０‘型以下のもの 実   入  ７２７  ６７２ 

 空 ６１８ ５７１ 

   ４０‘型のもの  実   入 ５４５    ５０４ 

 空 ４６３  ４２８ 

ノックダウン自動車 及び完成車  １，３６９ １，２６９ 

バンパック・バッグコンテナ・プレスリング １，６００ １，４８４ 

パレタイズ貨物 １，８５０ １，７１３ 

モーターサイクル ２，０４４ １，９０６ 

袋物  
紙・ビニール入のもの   ２，５０３  ２、３０２ 

麻袋入のもの  ２，１４４ ２，００２ 

ベール物   ２，１８７ ２，０３０  

タイヤ １，８２０ １，７０１ 

雑貨類 ２，６６１  ２，４７９ 

 

葉タバコ 

樽物 １，４２９ １，２９８ 

ベール物 １，８００ １，６４０ 

青果類 １，９５１ １，７９１ 

機械類 1 個当り５トン未満のもの ２，６０９ ２，４１５ 

１個当り５トン以上のもの １，９０４ １．７５３ 

巻取紙（内地産） １，１６４ １，０８０ 

木 材  

岸壁揚のもの 
原 木  

  

米国材  １，２６６ １，１５１  

南洋材  １，３４３  １，２２２ 

北洋材  １．８１１  １，６９６ 

製   材  １，４０１  １．２８０ 

非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）  ２，０９０ １，９０２  

鋼 材   一般鋼材（口径 12 ｲﾝﾁ未満の鋼管含む）   １，７５５  １，６５８  

 鋼管（口径 12 ｲﾝﾁ以上のもの）・コイル  １，４９２  １．４１０ 

生ゴム ２，５０４ ２，３０１ 

パルプ ２，４７８ ２，２７０ 

石材 ２，１１６ １，９８６ 

鉄屑（シュレッダーを除く） ３，５８１ ３，２９７ 

鉱礦石類 燐礦石・加里・鉱礦石（粉） １，３３４ １，２１２ 

 鉱礦石（塊）・特殊鉱礦石  １，９４６  １，７９０  

 穀飼類（小麦）（撤揚－上屋入） １，５２９ １，３７２ 
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                                 （１トンにつき 単位円）  

  

(2) トン数 500 トン未満の小型船内 ⇔ 上屋・野積場内又は、上屋・野積場前 

                                 （１トンにつき 単位円）  

  

品    目  

金  額  

本船内 ⇔ 上屋・野

積場内  

本船内 ⇔ 上屋・野

積場前 

コンテナ     ２０‘型以下のもの 実   入  ７２７  ５８２ 

 空 ６１８ ４９４ 

   ４０‘型のもの  実   入 ５４５    ４３６ 

 空 ４６３  ３６９ 

ノックダウン自動車 及び完成車  ８５５ ６８４ 

バンパック・バッグコンテナ・プレスリング ９９１ ７９３ 

パレタイズ貨物 １，１７３ ９３９ 

モーターサイクル １，１９４ ９５６ 

袋物  
紙・ビニール入りのもの   １，７２０ １，３７６ 

麻袋入りのもの  １，２１８ ９７５ 

ベール物   １，３４１ １，０７３  

タイヤ １，０２２ ８１８ 

雑貨類 １，５６３  １，２５１ 

 

葉タバコ 

樽物 １，１１２ ８８９ 

ベール物 １，３７０ １，０９６ 

青果類 １，３７０ １，０９６ 

機械類 1 個当り５トン未満のもの １，６６１ １，３２９ 

１個当り５トン以上のもの １，２９４ １．０３５ 

巻取紙（内地産） １，１５０ ９２０ 

木 材  

岸壁揚のもの 
原 木  

  

米国材  ９８９ ７９１ 

南洋材  １，０３９  ８３１ 

北洋材  ９８９  ７９１ 

製   材  １，０２９  ８２３ 

非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）  １，６１０ １，２８８  

鋼 材   一般鋼材（口径 12 ｲﾝﾁ未満の鋼管含む）   １，３２８  １，０６２  

 鋼管（口径 12 ｲﾝﾁ以上のもの）・コイル  １，１２９  ９０４ 

生ゴム １，７３０ １，３８４ 

パルプ １，７８３ １，４２６ 

石材 １，１１５ ８９２ 

鉄屑（シュレッダーを除く） ２，４２５ １，９３９ 

砂糖（撒） １，９１３ １，７９３ 

冷凍品 ― ３，９２７ 
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鉱礦石類 燐礦石・加里・鉱礦石（粉） １，０２９ ８２３ 

 鉱礦石（塊）・特殊鉱礦石  １，３２２ １，０５７  

 穀飼類（小麦）（撤揚－上屋入） １，３４５ １，０７５ 

砂糖（撒） １，０３１ ８２４ 

冷凍品 ― １，６８９ 
 

 

２．割増料金 

  

種 別  内  容  割増率  

半夜荷役  

 

 日曜日・祝祭日荷役  

 

雨天・雪天荷役 

 16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役  

 

 日曜日・祝祭日における荷役  

 

雨天・雪天時における荷役 

 基本料金の ６割増  

 

 基本料金の 10 割増 

 

 基本料金の １割増 

  

３．割引料金 

       大口数量割引   基本料金の５％引 

 

４．分担金等  

(1) 総トン数 1,000 トン未満 500 トン以上の小型船内 ⇔ 上屋・野積場内又は、上屋・野積場前 

 

区   分  金   額   

 (1)港湾福利分担金  

 (2)労働安定基金  

各貨物（一律）１トンにつき   

各貨物（一律）１トンにつき  

８円  

７円  

  

(2) 総トン数 500 トン未満の小型船内 ⇔ 上屋・野積場内又は、上屋・野積場前 

 

区   分  金   額   

 (1)港湾福利分担金  

 (2)労働安定基金  

各貨物（一律）１トンにつき   

各貨物（一律）１トンにつき  

４円  

３円５０銭  

  

 

 

 

Ⅱ．料金の適用方   

 １．適用範囲 

  この港湾荷役料金（総トン数 1,000 トン未満の小型船荷役料金）は、 

(1) 総トン数 1,000 トン未満 500 トン以上の小型船の本船内 ⇔ 上屋・野積場内又は戸前迄の荷役 

(2) 総トン数 500 トン未満の小型船の本船内 ⇔ 上屋・野積場内又は戸前迄の荷役に適用します。  

ただし、(1)及び(2)に該当する小型船荷役で船内荷役のみ又は、沿岸荷役のみの場合は、当港において

適用される港湾荷役料金（船内荷役料金）又は、港湾荷役料金(沿岸荷役料金)を適用します。 
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２．作業範囲 

基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。 

ただし、関連事業に係る行為は除きます。  

  (1)「本船内 ⇔ 上屋・野積場内」の場合    

    （揚荷）本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場内へ移送、拼付するまでの作業。  

    （積荷）上屋・野積場内の貨物を岸壁上に移送し、本船内に積込むまでの作業。    

  (2)「本船内 ⇔  上屋・野積場前」の場合  

    （揚荷）本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側へ移送する作業。  

    （積荷）上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を岸壁上に移送し、本船内に積込むまで

の作業。 

 

３．料金表に記載のない貨物等  

      基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員数等が類似してい

る場合は、その貨物の料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定した料金を基本

料金とします。 

 

４．割増料金 

割増料金の適用方は、次のとおりとします。  

(1)半夜荷役割増 

16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役について、所定の半夜荷役割増を適用します。 

(2)日曜日・祝祭日荷役割増 

日曜日、祝日及び祭日における荷役について、所定の日曜日・祝祭日荷役割増を適用します。 

(3)雨天・雪天荷役割増 

委託者の要求により雨天、雪天時において荷役を行った場合に所定の雨天・雪天荷役割増を適用します。 

 

５．割引料金 

大口数量割引の適用方は、次のとおりとします。 

委託者からの１荷役の引受において、同一貨物の量が 1,000 トン以上の場合は、当該貨物全量について当

該貨物の基本料金を乗じて得た金額から５％を割引ます。 

 

 

６．料金の計算方 

料金の計算方は、次によります。  

(1) 計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000 キログラム、容積は 1.133 立方米をも

って１トンとみなします。  

なお、慣例により重量に一定の系数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、その

例によります。  

(2) 割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出し、これらの金

額を合算します。 

  

７．その他  

(1) 本料金を適用する荷役において、「上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業」、「看貫作

業」、「仕訳作業」、「はい替作業」及び「上屋保管」が伴う場合のこれら諸作業に係る料金は、当港にお

いて適用される港湾荷役料金（沿岸荷役料金）のそれぞれの料金を準用します。 

(2)特殊貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等）及び特殊荷役（海難

船・特殊船の荷役、荒天時荷役、荷印その他仕分を伴う荷役、見本採取等を伴う荷役、沿岸荷役におけ

る長距離移送等）の場合は、基本料金のほかに、委託者と協議の上決定した金額を申し受けます。  
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(3) 委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合には、委託者と協議の上、別途実費を

申し受けます。  

(4) 本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣習

によります。 
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（５）はしけ運送料金表  

  

 Ⅰ．料金の種類及び額  

１．基本料金  

                                      （１トンにつき 単位円）  

品目  

金   額   

港湾内運送  

指定区間運送  通常の港湾内  特定地区との間  

 ユニタイズ貨物 

一般包装品  

 有姿貨物  

1,168 1,378 

(イ)     1,378 

(ロ)    1,589 

(ハ)    1,800 

 撒貨物  1,054 1,266 

(イ)      1,266 

(ロ)    1,476 

 (ハ)   1,687 

  

(1) 特定地区は、尼崎港水門及び閘門を通過する地区とします。 

(2) 指定区間は、(イ)当港と西宮地区との間、(ロ)当港と大阪港及び神戸港との間、(ハ)当港と和歌山下

津港、東播磨港及び姫路港との間とします。  

  

２．割増料金  

     

種 別  内  容  割増率  

 半夜運送  

 

 日曜日・祝祭日運送  

16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における運送 

  

日曜日・祝祭日における運送  

 基本料金の４割増 

  

 基本料金の３割増  

  

  

 ３．諸料金 

(1) はしけ内荷捌料金   

                                           （１トンにつき単位円）  

品  目  金  額  

一 般 包 装 品  １２３  

ユニタイズ貨物 

有  姿  貨  物 

撒  貨  物  

 ６２  

  （注）本料金は、１はしけ内のはしけ内荷捌要員が、一般包装品にあっては２名、その他の貨物にあって

は１名の場合に適用し、それぞれの人員が１名増す毎に１名につき６２円増とします。 

       

 

(2) 滞船料金 

    積載貨物トン数１トン１日につき 134 円とします。  
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(3) 最低料金  

   １運送の引受量が 100 トンに満たない場合は、100 トン分とします。  

  

４．分担金等  

  区   分  金   額   

 (1)港湾福利分担金  

 (2)労働安定基金  

各貨物（一律）１トンにつき   

各貨物（一律）１トンにつき  

４円  

３円 50 銭  

  

 

Ⅱ．料金の適用方 

１．適用範囲  

   このはしけ運送料金は、港湾内又は指定区間において、はしけにより、本船船側 ⇔  沿岸間又は、沿岸

⇔ 沿岸間の貨物の運送を行う場合に適用します。 

 

２．作業範囲 

本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。  

(1) 本船船側 ⇔ 沿岸間における運送の場合  

      本船船側に繁留されたはしけ内においてフックをはずされた貨物を運送可能な状態に積み付けし、こ

れを運送し、貨物揚河岸に繁留するまで、又は貨物積み河岸に繁留されたはしけに運送可能な状態に積

み付けられた貨物を運送し、本船船側においてフックをかけられる状態にするまでの作業とします。  

(2) 沿岸  ⇔ 沿岸間における運送の場合  

  貨物積み河岸に繁留されたはしけに運送可能な状態に積み付けられた貨物を運送し、貨物揚河岸に繁

留するまでの作業とします。  

     なお、荷繰作業に際し、はしけを使用する場合の作業を含みます。  

 

３．割増料金 

割増料金の適用方は、次のとおりとします。 

(1) 半夜運送割増 

16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における運送について、所定の半夜運送割増を適用します。 

(2) 日曜日・祝祭日運送割増 

日曜日・祝日及び祭日における運送について、所定の日曜日・祝祭日運送割増を適用します。 

 

 

４．諸料金 

 諸料金の適用方は、次のとおりとします。 

(1) はしけ内荷捌料金 

本料金は、本船船側におけるはしけ内の荷捌作業に適用します。 

なお、本料金には、港湾荷役料金（船内荷役料金）に係る所定の割増料金を準用します。 

(2) 滞船料金 

本料金は、貨物の積荷役日を含め４日間以内にはしけ運送が完了（はしけ繋留場所に揚荷役を完了して

帰着するまで）しない場合に積荷役日から起算して５日目以降当該はしけ運送が完了するまでの間、積載

貨物トン数 1 トン 1 日につき所定の料金を適用します。 

(3) 最低料金 

本料金は、１運送の引受量が 100 トンに満たない場合に適用します。 

 

５．料金の計算方  

    料金の計算方は、次によります。  
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    計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000 キログラム、容積は 1.133 立方米をも

って１トンとみなします。  

なお、慣例により重量に一定の系数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、その例

によります。  

 

６．その他   

(1)特殊貨物（海難貨物、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物等）及び特殊運送（荒・雨・雪天

時運送、防波堤外運送）の場合は、基本料金のほかに、委託者と協議の上決定した金額を申し受けま

す。  

(2)委託者の要求により、はしけ封印を行った場合及びはしけ敷物等の特別の資材を使用した場合には、委

託者と協議の上別途実費を申し受けます。  

(3)本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は慣習によ

ります。 

 

 

 


